
承認第１２号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和７年５月１９日提出 

 

                         木津川市長 谷口 雄一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専決処分書 

 

議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和７年３月３１日 

 

木津川市長 谷口 雄一   

 

記 

 

令和６年度木津川市公共下水道事業会計補正予算第３号について 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

令和６年度  

 

 

 

 

公共下水道事業会計補正予算第３号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府木津川市  
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令和６年度木津川市公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 

第１条 令和６年度木津川市公共下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

第２条 令和６年度木津川市公共下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次の 

とおり補正する。 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）       （計） 

（収    入） 

第１款 下水道事業収益 ２，５２８，１９９千円  △５，８００千円 ２，５２２，３９９千円 

 第１項 営業収益   １，１８９，５３９千円  △５，８００千円 １，１８３，７３９千円 

（支    出） 

第１款 下水道事業費用 ２，５２８，１９９千円  △５，８００千円 ２，５２２，３９９千円 

 第１項 営業費用    ２，３９８，４７７千円  △５，８００千円 ２，３９２，６７７千円 

 

 

令和７年３月３１日専決 

 

木津川市長 谷口 雄一 



１．収益的収入及び支出

（１）　収　　　入

既決予定額

11．下水道事業収益 ２,５２８,１９９

1．営業収益 １,１８９,５３９

1 ．下水道使用料 １,１６１,１５９

２,５２８,１９９

（２）　支　　　出

既決予定額

1．下水道事業費用 ２,５２８,１９９

1．営業費用 ２,３９８,４７７

5 ．業務費 ６９,０５８

２,５２８,１９９支 　出 　合　 計

収 　入 　合 　計

款 項 目

令和６年度木津川市公共下水道事業会計補正予算 (第３号)

（実　施　計　画）

款 項 目
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（単位：千円）

補正予定額 計

△５,８００ ２,５２２,３９９

△５,８００ １,１８３,７３９

△５,８００ １,１５５,３５９ 1 ．下水道使用料 △５,８００

△５,８００ ２,５２２,３９９

（単位：千円）

補正予定額 計

△５,８００ ２,５２２,３９９

△５,８００ ２,３９２,６７７

△５,８００ ６３,２５８ 1 ．委託料 △５,８００

△５,８００ ２,５２２,３９９

備　　　　　　　　　　考

備　　　　　　　　　　考
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